


飯能市議会政務活動費の特例に関する条例（案）

令和８年度においては、飯能市議会議員の政務活動費の交付に当たっては、

飯能市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第１号）第３条第

1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、当該額に１００分の５０を

乗じて得た額に相当する額を減ずる。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

提案理由

飯能市緊急財政対策を鑑み提案するものである。


